
1.事業所の概要

事業所名 あっとほーむケアー訪問看護リハビリスーション

所在地 〒247-0013 横浜市栄区上郷町84-12

港南台カワマヒルズ102

事業所指定番号

管理者・連絡先 安藤真紀　電話：045-897-6616

サービス提供地域 栄区全域、港南区、磯子区、戸塚区、金沢区、鎌倉市の一部

2.事業所の職員体制

3.営業日及び営業時間

重要事項説明書

4. 当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。

①　指定訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特

性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図る

とともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。

②　指定訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置付けるものとし、人事・財

務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。

③　訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との

密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
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●　その他、お住まいの区役所及び神奈川県国民健康保険団体連合会においても苦情申し

　　立て等ができます。

6.運用法人の概要

5.相談窓口、苦情対応

①利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者・介護支援専門員・市町村又

は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

②事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立

て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。

③事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取り扱いを

することはありません。

●　当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。



《介護保険の場合》

7.利用者負担金について



《医療保険の場合》





　３  事業者は、前項の措置を適切に実施するために虐待防止担当者を配置します。

　４  事業者が、身体的拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、次の３つの要件を満たした時と

　　し、実施した場合はすみやかに身体拘束を解除できるように努めるとともに適切に記録し

　　ます。

　　　①  切迫性：利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性

　　　　が著しく高い。

　　　②  非代替性：身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない。

　　　③  一時性：身体拘束そのたの行動制限が一時的なものである。

１  事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密について、利用者又は第三者の生

　  命・身体等に危険があるなどの正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三

     者に漏らすことはありません。

２  事業者は、文書により利用者又はその家族の同意を得た場合には（介護保険の場合居宅介護

     支援事業者との連絡調整をし）、必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることが出

    来るものとします。

11．虐待防止のための措置

　　１  事業者は、利用者の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。

　　　身体拘束も緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。事業所は、利用者の

　　　人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じると

　　　ともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ市区町村へ報告し

　　　ます。

　２  事業者は、虐待防止のための指針を整備するとともに、利用者の権利擁護、サービスの適

　　正化に向けた定期的な職員研修等を実施するものとします。

8．キャンセル

１）利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 ： 045-897-6616

２）利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。

　　サービス利用日の当日のご連絡の場合、利用者自己負担相当額を申し受けることとなりますので、

　　ご了承ください(キャンセル料金に関しては別表 1（介護）、別表 3（医療）参照)。

　　ただし利用者の容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。

9．その他

１）サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。

　　①看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承くだ

　　　さい。

　　②看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の

　　　補助を行うこととされていますので、ご了承ください。

　　③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

10．個人情報保護


